
青木内科クリニック ☎ 093・435・0707 御所病院 ☎ 0930・25・3213
いけだクリニック ☎ 093・436・1385 佐々木クリニック ☎ 0930・23・5529
いのうえ内科クリニック ☎ 093・482・4159 重見医院 ☎ 093・436・1038
苅田内科・整形外科クリニック ☎ 0930・23・3611 たじり消化器・肝臓内科クリニック ☎ 093・436・0138
桑原医院 ☎ 093・436・0403 田添医院 ☎ 093・434・1215
健和会京町病院 ☎ 093・436・2111 村尾医院 ☎ 093・434・0118

■ 受診方法／下記の医療機関に予約をして受診してください。
●健康診査実施医療機関　　　　　　

あま歯科医院 ☎ 093・435・0550 シン歯科医院 ☎ 093・434・1200
石辺歯科医院 ☎ 093・434・5566 中川歯科医院 ☎ 093・434・6648
岩永歯科医院 ☎ 093・436・0476 橋本歯科医院 ☎ 093・434・0108
おかだ歯科医院 ☎ 093・435・0950 秦歯科医院 ☎ 093・434・5611
かわまえ歯科クリニック ☎ 0930・24・0439 苅田行橋矯正ますだ歯科 ☎ 0930・22・8272
さかい歯科医院 ☎ 093・436・6633 松延歯科医院 ☎ 0930・22・1387
塩次歯科医院 ☎ 093・434・2827 本廣歯科医院 ☎ 093・436・0345
白石歯科医院 ☎ 093・434・3380 門司歯科医院 ☎ 0930・22・7974

●歯科健診実施医療機関　　　　　

いつまでも健康な体でいるためには、定期的
な健康チェックが欠かせません。今年も各種
健（検）診を受けましょう！

各種健（検）診各種健（検）診
７月１日（月）から始まります！

⑥

●特定健診／住民課 ☎０９３・４３４・１８４８
●肝炎検査・健康診査・前立腺がん検診（個別）・成人歯科健診・若年健診／子育て・健康課 ☎ 093・588・1235
●後期高齢者健康診査・後期高齢者歯科健診／ 福岡県後期高齢者広域連合 ☎ 092・651・3111

問
い
合
わ
せ

■特定健診（個別）、肝炎検査、健康診査、前立腺がん検診（個別）：7 月 1 日㊊～ 9 月 30 日㊊
　※特定健診の受診券は 6 月中旬に郵送されます。

■成人歯科健診：8 月 1 日㊍～ 10 月 31 日㊍
■特定健診（集団）・若年健診（集団）：11 月 15 日㊎・16 日㊏・24 日㊐・25 日㊊
上記健（検）診の詳細は、広報かんだ 6 月 25 日号でお伝えします。

健（検）診 費用 対象 内容・持参品など

後期高齢者
健康診査

※1
500 円

後期高齢者医療加入の 75 歳以上の方
※生活習慣病の治療中の方も対象

受診期間は 4 月～ 3 月
持  健康保険証（後期）、受診券※3（4 月末郵送）
※ 5 月以降 75 歳になる方には誕生月 10 日頃郵送

後期高齢者
歯科健診

※2
300 円

後期高齢者医療に加入している
76 ～ 80歳の方（S19.4.1～S24.3.31)

受診期間は 6 月～ 12 月
持  健康保険証（後期）、受診券※3（5 月末郵送）

※ 1 下記の健康診査実施医療機関で受診した場合は無料です。午前中のみ実施します。
※ 2 下記の歯科健診実施医療機関で受診した場合は無料です。
※ 3 受診券は、福岡県後期高齢者広域連合から送付されます。

■後期高齢者 健康診査・歯科健診

各健（検）診の受診期間は以下のとおりです。※日曜・祝日は行いません。
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補
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を
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、
新
庁
舎
の
建

設
位
置
を
決
定
し
ま
し
た（
下
図
参
照
）。

●
建
設
候
補
地
の
評
価

新
庁
舎
整
備
の
基
本
方
針
の
考
え
方

（
前
編
や
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
）

に
沿
っ
て
、
10
の
評
価
項
目
と
配
点
を

設
定
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
各
項
目
に

対
す
る
３
段
階
評
価
に
応
じ
て
点
数
化

し
、
評
価
点
の
合
計
が
最
も
高
い
候
補

地
を
建
設
位
置
と
し
て
決
定
す
る
こ
と

と
し
ま
し
た
。

●
建
設
位
置
の
決
定

総
合
評
価
が
最
も
高
く
、
特
に
防
災
拠

点
の
面
、
ま
ち
づ
く
り
の
面
、
自
家

用
車
に
よ
る
ア
ク
セ
ス
性
等
に
お
い

て
他
の
候
補
地
よ
り
も
優
位
と
な
っ

た
「
①
現
庁
舎
敷
地
」
を
新
庁
舎
の

建
設
位
置
と
し
て
決
定
し
ま
し
た
。

た
だ
し
、
敷
地
の
安
全
に
関
す
る
制
約

や
、
埋
蔵
文
化
財
に
お
け
る
課
題
に
つ

い
て
は
、
そ
の
対
応
策
を
講
じ
な
が
ら

慎
重
に
進
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

■
問
合
せ
／

苅
田
町
役
場
施
設
管
理
室

☎
０
９
３・５
８
８・１
４
０
５

苅田町新庁舎建設
基本構想を策定しました

新
庁
舎
の
建
設
位
置

ー
現
庁
舎
敷
地
に
決
定
ー

後編

基本構想素案に対する意見
（パブリックコメント）の結果を報告します

寄せられた意見の内容と町の考え方は、
ホームページで公表しています。
右QRコードからご覧ください。
▶募集期間：
　令和 6年 1月 12日㊎～ 1月 26日㊎
▶意見の提出者数：5人
▶意見数：9件
▶意見の主な内容
　・複合化について…2件
　・新庁舎の機能構成…4件
　・庁舎等規模…1件
　・付帯施設規模…1件
　・新庁舎の建設位置…1件

①町民の利用に便利であること
②一定の敷地面積が確保できること
③災害の危険性が低いこと

【前提要件】

【建設候補地】
①現庁舎敷地（苅田町富久町 1-19-1）
②町営グラウンド　（苅田町光国）
③民有地・集エリア
④民有地・新津エリア
⑤民有地・鋤崎エリア

【建設位置】
①現庁舎敷地に決定

評価評価
10 項目に対する３段階評価

建設候補地

抽出抽出

①
③

④⑤

②
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